
政
令
第　
　
　

号 

河
川
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
四
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
五
第
二
項
、
独
立
行

政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
九
条
の
二
第
二
項
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
五
条
第
三
項
（
同
法
第
十
七
条
の
二
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並

び
に
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
五
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

（
河
川
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
条
の
八
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
二
条
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
一

 

条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
九
第
二
項
中
「
第
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
二
条
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
法
」
の
下
に

 

「
第
二
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
」
を
加
え
る
。



（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
二
条
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十

 

一
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
加
え
る
。

 

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

 

第
三
条　

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
五
号
及
び
第
四
十
九
号
」
を
「
第
十
八
号
及
び
第
五
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
七

号
中
「
第
三
十
三
号
」
を
「
第
三
十
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
三
十
五
号
」
を
「
第
三
十
八
号
」
に
改
め
、
同

項
第
五
十
号
中
「
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
八
号
又
は
第

三
十
号
」
を
「
第
十
五
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
一
号
又
は
第

三
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
四
十
九
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
四

十
八
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 



十
二　

河
川
法
第
二
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
収

用
、
使
用
若
し
く
は
処
分
を
し
、
又
は
同
法
第
二
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

 
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
。

十
三　

河
川
法
第
二
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
損
失
を
受
け
た
者
と
協
議
し
、
及
び
損
失
を
補
償
す
る
こ
と
。 

十
四　

河
川
法
第
二
十
二
条
第
六
項
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
損
害

を
補
償
す
る
こ
と
。 

第
十
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
五
号
、
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
、
第
四
十
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま

で
、
第
四
十
六
号
、
第
四
十
八
号
又
は
第
四
十
九
号
」
を
「
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
二
十
八
号
、
第
三
十
四
号
か
ら
第

四
十
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
、
第
四
十
九
号
、
第
五
十
一
号
又
は
第
五
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
八
号
、
第
三

十
号
、
第
三
十
三
号
、
第
三
十
八
号
、
第
三
十
九
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四
十
九
号
又
は
第
五
十
号
」
を
「
第
十
五
号
、
第

十
七
号
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
三
号
、
第
三
十
六



号
、
第
四
十
一
号
、
第
四
十
二
号
、
第
五
十
号
、
第
五
十
二
号
又
は
第
五
十
三
号
」
に
改
め
る
。 

（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
四
条　

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
三
十
一
条
第
二
項
第
八
号
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
法
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
一
号
中
「
第
十

三
号
、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
九
号
又
は
第
三
十
一
号
」
を
「
第
十

六
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
八
号
、
第
三
十
二
号
又
は
第
三
十
四
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
五
十
号
を
第
五
十
三
号
と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
を
三

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
十
七
号
中
「
次
条
第
二
項
第
二
十
五
号
」
を
「
次
条
第
二
項
第
二
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
三
十
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

十
三　

河
川
法
第
二
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
収

用
、
使
用
若
し
く
は
処
分
を
し
、
又
は
同
法
第
二
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を



 

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
。

十
四　

河
川
法
第
二
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
損
失
を
受
け
た
者
と
協
議
し
、
及
び
損
失
を
補
償
す
る
こ
と
。 

十
五　

河
川
法
第
二
十
二
条
第
六
項
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
損
害

を
補
償
す
る
こ
と
。 

第
三
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
六
号
、
第
三
十
二
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
、
第
四
十
一
号
か
ら
第
四
十
三

号
ま
で
、
第
四
十
七
号
、
第
四
十
九
号
又
は
第
五
十
号
」
を
「
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
五
号
か
ら

第
四
十
一
号
ま
で
、
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
六
号
ま
で
、
第
五
十
号
、
第
五
十
二
号
又
は
第
五
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
第
十
三
号
、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
九
号
、
第

三
十
一
号
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十
九
号
、
第
四
十
号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
号
又
は
第
五
十
一
号
」
を
「
第
十
六
号
、

第
十
八
号
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
八
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十
七

号
、
第
四
十
二
号
、
第
四
十
三
号
、
第
五
十
一
号
、
第
五
十
三
号
又
は
第
五
十
四
号
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
二
条
第
二
項
第
四
十
九
号
中
「
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
三



号
、
第
二
十
七
号
又
は
第
二
十
九
号
」
を
「
第
十
五
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十

六
号
、
第
三
十
号
又
は
第
三
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
四
十
八
号
を
第
五
十
一
号
と

し
、
第
十
二
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

十
二　

河
川
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
用
、
使
用
若
し
く
は
処

分
を
し
、
又
は
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
に
従
事
さ
せ

 

る
こ
と
。

十
三　

河
川
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
損
失
の

補
償
に
つ
い
て
損
失
を
受
け
た
者
と
協
議
し
、
及
び
損
失
を
補
償
す
る
こ
と
。 

十
四　

河
川
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
損
害
を
補
償
す
る
こ
と
。 

第
三
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
四
号
、
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
、
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
一
号

ま
で
、
第
四
十
五
号
、
第
四
十
七
号
又
は
第
四
十
八
号
」
を
「
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
三
号
か
ら

第
三
十
九
号
ま
で
、
第
四
十
二
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
号
又
は
第
五
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
七
号
、
第



二
十
九
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
七
号
、
第
三
十
八
号
、
第
四
十
六
号
、
第
四
十
八
号
又
は
第
四
十
九
号
」
を
「
第
十
五

号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十

 

五
号
、
第
四
十
号
、
第
四
十
一
号
、
第
四
十
九
号
、
第
五
十
一
号
又
は
第
五
十
二
号
」
に
改
め
る
。

附　

則 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理　

由 

近
年
に
お
け
る
大
規
模
な
災
害
の
発
生
状
況
等
を
踏
ま
え
、
災
害
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
が
特
定
河
川

工
事
又
は
特
定
維
持
を
行
う
場
合
に
都
道
府
県
知
事
等
に
代
わ
っ
て
行
う
権
限
に
洪
水
時
等
に
お
け
る
緊
急
措
置
に
係
る
権
限

を
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


